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公正取引委員会による下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について 

 

 

 平成 23 年 7 月４日付で、「中小企業庁からの下請代金支払遅延等防止法の措置請求につい

て」にてお知らせしましたが、同措置請求に基づき、本日、当社は公正取引委員会より下請

代金支払遅延等防止法（以下、「下請法」）の規定に基づく勧告を受けました。 

 

これは、下請代金の支払いに関して、単価合意日前に発注した部品について単価改訂後の

減額された単価を適用していた行為が、下請法第４条第１項第３号（下請代金の減額の禁止）

の規定に違反するものであると判断されたものです。 

 なお、当社は当該取引を調査・算定のうえ、平成 23 年７月６日に当該下請代金の減額とさ

れる金額を、当該下請業者に既に返還しております。 

 本事象は社内の受発注システム変更の際、本来あるべき単価適用となっていなかったため

生じてしまったものであり、当社は当該取引を管理するシステムについても見直しを行うな

どの措置を講じております。 

 

お取引様をはじめ、関係各位にはご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを、深くお詫

び申し上げます。 

 

当社といたしましては、今回の事態を深く反省するとともに、公正取引委員会の勧告を重

く受け止め、今後、同様の事態の再発防止を図り、全社を挙げて法令遵守に努めてまいりま

す。 

以 上 

 


